
療養相談室によるケアマネ等への支援
困難事例等について居宅介護支援事業所、地域包括支援センターか

らの相談体制を整備

主任ケアマネジャーの会（月１回）の設置
ケアマネ、拠点担当医師、看護師が参加

Care＆Cure会議（月１回）の開催
日常的にチームを組んでいる訪問介護兼居宅介護支援事業所管理
者、拠点担当医師、看護師、MSWが参加

山形県鶴岡地区医師会

１４のアクションプランを計画・実行

研修会・意見交換会の開催
主任介護支援専門員へのアンケート調査
連携シートの作成（ケアマネ⇔医師）
NET4U（患者情報共有ツール）の利用促進・導入促進
行政担当者との
定期的なミーティング
短期入所の空き

情報提供（毎週更新）

医療依存度の高い方
の施設受入れ情報
DB作成

東京都板橋区医師会

長野県須坂市

須高在宅ネットワークの体制の構築

須高地域医療福祉推進協議会
3市町村長、三師会長、保健福祉事務所長、3病院長、介
護保険施設の代表等

ネットワーク体制構築
病 院： 3施設（県立須坂病院・新生病院・轟病院）
診療所： 18診療所
訪問看護事業所： 6事業所
行 政： 3市町村（須坂市・小布施町・高山村）

医師会・三病院・訪問看護ステーション・三市町村で住民が
24時間安心して在宅療養ができる体制を構築。

緊急対応は、在宅療養支援病院（新生病院・轟病院）と診療
所と訪問看護ステーションがチームとなって対応する。

在宅用診療情報提供書
バックベッド受け入れ手順書
受診歴のない方の情報を事前に登録し
緊急入院に備えたバックベッドの体制の構築

在宅医療診療報酬
連携の方法と代診の診療報酬算定の取り決め

資源ガイド・在宅支援ネットワークマニュアル
薬剤・医療材料供給システム、
在宅医連携マニュアル
災害支援情報を作成

iPadを使った情報共有
システム（開発中）

福岡県宗像市医師会

平成24年度在宅医療連携拠点事業（事例）平成24年度在宅医療連携拠点事業（事例）
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○ 平成２５年度からの医療計画には、新たに「在宅医療について達成すべき目標、医療連携体制」等を盛り込むこ

ととし、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」などを含めた連携体制を位置づけ。

医療計画に基づく体制の構築に必要となる事業費等に対応するため、平成２４年度補正予算において、地域医

療再生基金を積み増し。

○ 国において、平成２３年度及び２４年度に実施した「在宅医療連携拠点事業」で得られた成果を随時、情報提供

する予定。

都道府県においては、これらの知見を参考に、在宅医療・介護提供体制の確保のため、市町村や地域医師会等

の関係者と連携した取組を実施。

（在宅医療推進事業の例）

・地域全体の在宅医療を推進するに当たり、特に重点的に対応が必要な地域での取組の実施。

・事業実施に当たっては市町村が主体となって、地域医師会等と連携しながら在宅医療の提供体制構築に向け

た取組を支援。

・具体的には、以下のような取り組みを通して、地域の在宅医療・介護関係者の顔の見える関係の構築と、医療

側から介護への連携を働きかける体制作りに取り組むことが考えられる。

① 地域の医療・福祉資源の把握及び活用

② 会議の開催（会議への医療関係者の参加の仲介を含む。）

③ 研修の実施

④ ２４時間３６５日の在宅医療・介護提供体制の構築

⑤ 地域包括支援センター・ケアマネを対象にした支援の実施

⑥ 効率的な情報共有のための取組（地域連携パスの作成の取組、地域の在宅医療・介護関係者の連絡様

式・方法の統一 など）

⑦ 地域住民への普及・啓発

【24年度要求額 ：１８０４百万円 】■ 在宅医療推進事業
２４年度補正予算 地域医療再生交付金の拡充 ５００億円の内数
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○ 災害時の医療の確保事業
「南海トラフの巨大地震に関する津波高、被害想定」（24年8月29日内閣府）に対応するた

めに必要となる医療機関の施設整備費の増（自家発電装置の上層階設置等）

○ 医師確保事業
医学部の地域枠定員の増員（H22：313人⇒H25：476人）に伴い必要となる修学資金の増

○ 在宅医療推進事業
25年度からの医療計画には、新たに「在宅医療について達成すべき目標、医療連携体制」等

を明記すべきとされたことに対応するために必要となる事業費の増（研修費等）
など

○ 具体的な事業例

地域医療再生臨時特例交付金の拡充

○ 目 的
地域医療再生計画に基づく事業を遂行していく中で、計画策定時 (平成22年度)以降に

生じた状況変化に対応するために生じる予算の不足を補うため、都道府県に設置された
基金を拡充するもの。

H24補正
予算

○対象地域 ４７都道府県全域
○対象事業 平成２５年度末までに事業を開始するもの
○要 求 額 ５００億円
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■背景・課題

○ 新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）に入院する小児等を受け入れる在宅医療・福祉連携体制の早急な整備が求めら
れている。

○ ＮＩＣＵを退院し在宅医療に移行する小児等については、専門医療機関との連携の必要性や、福祉・教育等との連
携の重要性など、特有の課題に対応する体制の検討が必要である。

■本事業の目的・概要

○ 医療計画に基づく在宅医療の提供体制の推進状況を踏まえ、地域において小児等の在宅医療に取り組む医療機
関、訪問看護事業所等の拡充、医療・福祉関係機関間の顔の見える関係の構築、関係者への研修の提供等に取り
組むことにより、小児等が安心して在宅に移行できる医療・福祉連携体制を構築する。

○ 在宅にて療養を行う医療依存度の高い小児等及びその保護者に対し、患者の症状等に応じて、医療的ケア等に係
る不安が生じた際の療養上の助言等や、かかりつけ医等の関係機関等との調整を行う相談支援体制を整備する。

【24年度要求額 ：１８０４百万円 】■小児等在宅医療連携拠点事業
２５年度予算 １６５百万円
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（イメージ）

訪問看護、訪問薬
剤指導等

（地域の訪問看護
事業所等）

高度な治療が必要
な場合の入院

（地域中核病院・地
域小児科センター

等）

学校

居宅介護
行動援護

短期入所

転院

日常の訪問診療

（地域の診療所
等）

検査・入院等

（地域の小児科医
療を担う医療機

関）

相談支援
（相談支援事業所）

入院の保
障、技術的

支援

医療型
児童発達支援

退
院

市町村
保健所

以下の活動等を通して地域における包括的かつ
継続的な在宅医療を提供するための体制を構築
する。

① 行政、地域の医療・福祉関係者等による協議
の場の開催

② 地域の医療・福祉資源の把握・活用

③ 小児等の在宅医療の受入が可能な医療機
関・訪問看護事業所数の拡大、専門機関との
ネットワークを構築

④ 地域の福祉・行政関係者の小児等の在宅医
療への促進

⑤ 小児等の患者・家族に対して個々のニーズに
応じた支援

⑥ 患者・家族などに対して、小児の在宅医療等
に関する理解の促進や負担の軽減
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■在宅歯科医療連携室整備事業

■背景・課題
○ 在宅歯科医療のサービス提供体制が十分に周知されているとは言えないこと等から、89.4％の者

が「何らかの歯科治療または専門的な口腔ケアが必要」で一方、実際に歯科治療を受診した者は
26.9％である。

■事業の目的・概要

○ 在宅歯科医療の推進のため、医科・介護等との連携窓口、在宅歯科医療希望者の窓口や対応す
る歯科診
所等の紹介、機器の貸出等を行う在宅歯科医療連携室の体制確保に必要な財政支援を行う。

在宅療養
支援歯科
診療所等

医科病院

在宅療養、
要介護者・家族

介護サービス事業所

地域住民
広報活動
情報提供

国（厚生労働省）

退院時カンファレンス
等の事前調整、
情報提供

ケアプラン
策定等の
事前調整、
情報提供

派遣要請
機器貸出

支援要
請

口腔ケア指導

訪問歯科診療

都道府県 歯科口腔保健センターなど

在宅歯科
医療連携室

実績報告等

在宅歯科ネットワーク

希望患者情報及び在宅医療実施可能歯科医師・歯科衛生士
情報の共有、歯援診と医科病院・介護施設との連携

実績報告等

２５年度予算額 医療提供体制推進事業費補助金 ２２７億円の内数


